
新聞 雑誌・その他の古紙
ダンボール 古布類
紙パック 団体数

令和７年度保存版

集団回収の実績（令和6年度）
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１2,31314

11.411 .4

約4.6 万円/団体

回収量と団体数の推移登録団体の内訳
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提出先・提出方法提出先・提出方法３.

提出書類提出書類

提出書類提出書類 注意事項等注意事項等

２.

申請月申請月１.

報償金の交付時期報償金の交付時期４.

１

２

３

４

堺市報償金申請方法

集団回収報償金の申請方法集団回収報償金の申請方法

交付申請時に役立つ 「報償金申請作業シート」 をぜひご活用ください。



記載内容に誤りがある場合記載内容に誤りがある場合

※記入方法の詳細は※記入方法の詳細は、市から送付した交付申請書に市から送付した交付申請書に

　添付の「記入時の注意事項」をご参照ください。　添付の「記入時の注意事項」をご参照ください。

○ボールペンで記入してください（消せるボールペ

　ンは不可）。

○捨印を含む代表者の押印は任意ですが、押印がない

　場合、書き損じ等の訂正はできません（シャチハタ

   等スタンプ式の印鑑は不可）。

○訂正がある場合は、代表者印による訂正印の押印

　が必要です。

○下欄の委任状は、代表者と口座名義人が異なる場合

　には必ず記入し、代表者が署名または記名押印して

　ください。

一月に集団回収を２回以上実施した場合一月に集団回収を２回以上実施した場合

計量票とは？計量票とは？

必要な記載項目は？必要な記載項目は？

××××

　○　○　こ　ど　も　会

590 0078

堺 南瓦町3-1

会長 　　　環 境　 護

　072-228-××××　

○

★ ★

☆ ☆

△　△　支　店

☆ ☆

★

3 4 5

□　□　銀　行

6 7

　　　　　○ ○ コドモカイ　　カイケイ　　ゲンリョウタロウ

　　　○ ○ こ ど も 会　　会 計　　減 量 　太 郎

1 2

環 境　 護

堺市堺区△町１－２－□　

減　量　　太　郎　　

（市役所提出用）



登録内容変更等の手続き登録内容変更等の手続き

堺市集団回収　登録・申請方法など

　　報償金申請は次の申請月(2月または8月)

に行ってください。

抹消届を４月に提出

<表紙>

と「口座情報が記載されたページ」のコピー

も提出してください。

<口座情報のページ>

２・３・４月分の報償金を申請する場合、

その旨を抹消届に記載いただければ、７月

末に報償金交付申請書類を団体宛てに送付

します。



≪「その他の古紙」回収体験袋モニター結果≫≪「その他の古紙」回収体験袋モニター結果≫

令和３年度・４年度に実施した「その他の古紙」回収体験袋モニターの結果では、令和３年度・４年度に実施した「その他の古紙」回収体験袋モニターの結果では、

最大６割の団体で前年度同時期と比較して回収量が増加しました。回収量の増加最大６割の団体で前年度同時期と比較して回収量が増加しました。回収量の増加

は、報償金の増額につながり、団体の活動の幅も広がります。は、報償金の増額につながり、団体の活動の幅も広がります。

堺市　回収団体を募集

５16，4 0 0

以下

「その他の古紙」の回収強化「その他の古紙」の回収強化



集団回収報償金交付制度の概要集団回収報償金交付制度の概要



 

 

 

 

 

 

古古着・古布 

 

 

○ひもでしっかり十字にしばる。 

●紙箱等の古紙やカタログ・雑誌類は、新聞と一緒に

出さず、「雑誌・その他の古紙」として分別する。 

○折りたたんでひもでしっかり十字にしばる。 

●ガムテープ、宛名ラベルやシールは「生活ごみ」。 

 
○水でよく洗って乾燥させてから、開いて平らにし、ひ

もでしっかり十字にしばる。 

●内側が白い紙のものに限る。内側がアルミコーティ

ングされているものは「生活ごみ」。 

○透明または半透明のビニール袋に入れる。 

 

雑雑誌・その他の古紙（一緒に出す）

【雑誌】 教科書・単行本・週刊誌など  

【その他の古紙】 紙箱・紙袋・包装紙など

※品目の主な 

例は P4 参照 

○大きさをそろえ、ひもでしっかり十字にしばる。 

○ビニール袋ではなく紙袋にいれて、ひもで十字にし

ばる（紙袋の持ち手が紙以外のものは取り除く）。 

●紙以外の部分（金具やビニール、プラスチックなど）

は素材ごとに分別する。 

●紙箱は開いて平らにする。メモなど小さな古紙は、

雑誌への挟み込みも可。  

新聞  

●上記は基本的な分類・出し方です。回収業者によって、回収品目や出し方が異なる場合がありま
すので、詳細は登録団体や回収業者に確認してください。 

ダンボール 

紙パック 

●裁断くず、カーペット、綿の詰めてあるもの(布団等)

などは「生活ごみ」又は「粗大ごみ」。

わた



７

堺市からのお願い堺市からのお願い


	25_k00P_交付申請の手引
	25_k01P_申請方法
	25_k02P_申請書について
	25_k03P_登録内容変更手続き
	25_k04P_古紙回収強化
	25_k05P_集団回収報奨金
	25_k06P集団回収品目・出し方 
	25_k07P_堺市からのお願い_表4改版

